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統

一　

問
題
の
所
在

　

漢
代
二
十
等
爵
制
の
最
高
の
爵
位
は
第
二
十
等
列
侯
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
漢
初
に
封
建
さ
れ
た
列
侯
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て

き
た

（
一
）。

そ
の
な
か
で
「
高
祖
系
列
侯
位
次
」
の
制
定
と
改
定
を
扱
っ
た

（
二
）。

高
祖
系
列
侯
位
次
の
制
定
お
よ
び
改
定
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考

察
の
結
果
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
高
祖
系
列
侯
位
次
は
、
高
后
二
年
（
前
一
八
六
）
に
制
定
さ
れ
た
功
績
の
多
寡
に
基
づ
く
列
侯
の
序
列
で
あ
り
、
朝
位
と
し
て
用

い
ら
れ
た
。
位
次
を
制
定
し
た
呂
后
の
意
図
は
、「
十
八
侯
之
位
次
」
を
制
定
し
た
高
祖
の
権
威
を
継
承
し
、
高
祖
功
臣
の
尊
重

を
示
す
こ
と
で
、
高
祖
功
臣
の
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

②
呂
氏
政
権
が
打
倒
さ
れ
た
後
、
高
祖
系
列
侯
位
次
は
史
料
上
に
明
確
な
記
載
は
存
在
し
な
い
が
、
文
帝
二
年
（
前
一
七
八
）
か
ら

文
帝
三
年
（
前
一
七
七
）
一
一
月
に
か
け
て
の
時
期
に
改
定
さ
れ
た
。『
史
記
』・『
漢
書
』
の
列
侯
表
に
記
載
さ
れ
た
高
祖
系
列
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二
八

侯
位
次
は
、
文
帝
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
位
次
を
改
定
し
た
文
帝
の
意
図
は
、
高
祖
の
権
威
を
継
承
し
て

高
祖
功
臣
の
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
、
そ
し
て
位
次
か
ら
呂
氏
集
団
の
構
成
者
を
除
外
す
る
こ
と
で
文
帝
擁
立
を
正
当
化
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
。

　

右
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
高
祖
系
列
侯
位
次
の
制
定
と
改
定
に
は
高
祖
の
権
威
の
継
承
と
高
祖
功
臣
の
尊
重
を
示
す
意
図
が
あ
る
。
つ

ま
り
高
祖
系
列
侯
位
次
は
高
祖
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
実
際
に
、『
漢
書
』
巻
三
高
后
紀
高
后
二
年

春
条
に
は
高
祖
系
列
侯
位
次
制
定
の
経
緯
を
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

二
年
春
、
詔
し
て
曰
は
く
、「
高
皇
帝
天
下
を
匡
飭
し
、
諸
々
の
功
有
る
者
皆
分
地
を
受
け
て
列
侯
と
爲
り
、
萬
民
大
安
に
し
て
、

休
德
を
受
け
ざ
る
は
莫
し
。
朕
久
遠
に
至
り
て
功
名
著
れ
ず
、
以
て
大
誼
を
尊
び
、
後
世
に
施
す
を
亡
る
る
を
思
念
す
。
今
列
侯
の

功
を
差
次
し
て
以
て
朝
位
を
定
め
、
高
廟
に
臧
め
て
、
世
世
絶
ゆ
る
こ
と
勿
か
ら
し
め
、
嗣
子
を
し
て
各
々
其
の
功
位
を
襲
は
し
め

ん
と
欲
す
。
其
れ
列
侯
と
議
定
し
て
之
を
奏
め
よ
。」
と
。
丞
相
臣
平
言
へ
ら
く
、「
謹
み
て
絳
侯
臣
勃
・
曲
周
侯
臣
商
・
潁
陰
侯
臣

嬰
・
安
國
侯
臣
陵
等
と
議
る
に
、
列
侯
幸
ひ
に
餐
錢
奉
邑
を
賜
は
る
を
得
、
陛
下
は
惠
み
を
加
へ
、
功
次
を
以
て
朝
位
を
定
め
ん
と

す
、
臣
高
廟
に
臧
め
ん
こ
と
を
請
ふ
。」
と
。
奏
可

（
三
）。

こ
こ
で
高
祖
期
の
功
績
が
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に
位
次
を
高
廟
に
納
め
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
高
祖
系
列
侯
位
次
が
高
祖
と
の
つ

な
が
り
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
筆
者
は
、
こ
の
高
后
二
年
に
制
定
さ
れ
、
文
帝
期
に
改
定
さ
れ
た

列
侯
の
位
次
を
「
高
祖
系
列
侯
位
次
」
と
称
し
、
こ
の
位
次
の
対
象
と
さ
れ
た
列
侯
と
そ
の
爵
位
継
承
者
を
「
高
祖
系
列
侯
」
と
称
し
た

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
高
祖
系
列
侯
位
次
は
文
帝
期
の
改
定
後
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
楯
身
智
志
氏
は
、
列
侯
の
位
次
は
毎

年
八
月
の
酎
祭
に
お
い
て
、「
封
爵
之
誓
」
と
と
も
に
そ
の
内
容
が
確
認
さ
れ
、
高
祖
功
臣
列
侯
の
地
位
を
保
障
す
る
役
割
を
果
た
し
た
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二
九

と
指
摘
す
る

（
四
）。

し
か
し
景
帝
元
年
（
前
一
五
六
）
の
宗
廟
制
度
改
革
を
契
機
と
し
て
、
景
帝
期
・
武
帝
期
に
高
祖
功
臣
列
侯
の
既
得
権
が

否
定
さ
れ
、
高
祖
功
臣
列
侯
は
武
帝
末
年
ま
で
に
す
べ
て
断
絶
し
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、
李
開
元
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
も
文
帝

期
以
降
、
皇
帝
に
よ
る
中
央
集
権
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、
高
祖
功
臣
は
勢
力
を
減
じ
、
武
帝
期
に
は
政
治
の
枢
要
か
ら
排
除
さ
れ
た
と

解
す
る

（
五
）。

筆
者
も
景
帝
期
の
政
治
状
況
や
将
軍
職
の
任
用
を
分
析
し
、
高
祖
系
列
侯
が
軍
事
的
役
割
の
喪
失
に
よ
り
、
そ
の
政
治
上
の
意

義
を
減
じ
、
勢
力
を
失
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

（
六
）。

　

一
方
、『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
や
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
、
元
康
年
間
（
前
六
五
〜
前
六
二
）
に
高
祖
功
臣
の
子
孫
に
対
し

て
賦
役
の
免
除
や
祭
祀
の
継
承
を
認
め
た
こ
と
が
見
え
る
（
本
稿
で
は
こ
の
措
置
を
「
復
家
」
措
置
と
称
す
る

（
七
））。

そ
し
て
筆
者
が
検
討

し
た
結
果
、「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
の
選
定
に
高
祖
系
列
侯
位
次
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
先
述
の
よ
う
に
、

高
祖
功
臣
は
景
帝
期
・
武
帝
期
に
は
勢
力
を
失
い
、
高
祖
系
列
侯
も
武
帝
末
年
に
は
す
べ
て
断
絶
し
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
宣
帝
期
に
至

っ
て
高
祖
功
臣
の
子
孫
の
賦
役
が
免
除
さ
れ
、
そ
の
際
に
高
祖
系
列
侯
位
次
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ま
ず
「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
が
高
祖
系
列
侯
位
次
を
用
い
て
選
定
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
後
に
「
復
家
」
措
置
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二　

高
祖
系
列
侯
と
「
復
家
」
措
置

　

本
章
で
は
、「
復
家
」
措
置
の
内
容
・
対
象
者
、
そ
し
て
こ
の
措
置
が
採
ら
れ
た
時
期
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、「
復
家
」
措
置
に
関
連
す

る
史
料
を
挙
げ
る
。

【
史
料
一
】『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
元
康
元
年
条
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三
〇

高
皇
帝
の
功
臣
絳
侯
周
勃
等
百
三
十
六
人
の
家
の
子
孫
を
復
し
、
祭
祀
を
奉
じ
、
世
世
絶
ゆ
る
こ
と
勿
ら
し
む
。
其
の
嗣
毋
け
れ

ば
、
其
の
次
を
復
せ

（
八
）。

【
史
料
二
】『
漢
書
』
宣
帝
紀
元
康
四
年
八
月
条

又
た
功
臣
の
適
後
に
黃
金
を
賜
ひ
、
人
ご
と
に
二
十
斤

（
九
）。

【
史
料
三
】『
漢
書
』
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
序

故
に
孝
宣
皇
帝
愍
れ
み
て
之
を
錄
し
、
乃
ち
廟
臧
を
開
き
、
舊
籍
を
覽
、
詔
し
て
有
司
を
し
て
其
の
子
孫
を
求
め
し
め
、
咸
庸
保

の
中
よ
り
出
し
、
並
び
に
復
除
を
受
け
し
め
、
或
い
は
加
ふ
る
に
金
帛
を
以
て
し
、
用
て
中
興
の
德
を
章
ら
か
に
す

（
一
〇
）。

【
史
料
四
】『
漢
書
』
高
恵
高
后
文
功
臣
表
平
陽
侯
曹
参
条

元
康
四
年
、
參
の
玄
孫
の
孫
杜
陵
の
公
乘
喜
詔
も
て
家
を
復
せ
ら
る

（
一
一
）。

（
一
）「
復
家
」
措
置
の
内
容

　

右
に
挙
げ
た
史
料
を
も
と
に
「
復
家
」
措
置
の
内
容
を
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
【
史
料
一
】
は
、
宣
帝
が
元
康
元
年
（
前
六
五
）
に
高
祖
功
臣
の
子
孫
一
三
六
名
を
「
復
」
す
、
す
な
わ
ち
賦
役
を
免
除
し
、
さ

ら
に
祭
祀
を
継
承
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
「
世
世
絶
ゆ
る
こ
と
勿
ら
し
め
よ
」
と
あ
る
よ
う
に
、【
史
料
一
】
の
高
祖
功
臣
の

子
孫
に
対
す
る
賦
役
の
免
除
は
、
そ
の
子
孫
へ
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
【
史
料
二
】
は
、
元
康
四
年
（
前
六
二
）
八
月
に
功
臣
の
後
継
者
に
対
し
て
黄
金
二
〇
斤
を
賜
与
し
た
と
述
べ
る
。

　
【
史
料
三
】
は
、
宣
帝
が
高
祖
功
臣
の
子
孫
の
窮
状
を
哀
れ
み
、「
舊
籍
」
に
基
づ
い
て
功
臣
の
子
孫
を
探
さ
せ
、
賦
役
を
免
除
し
、
金

帛
を
賜
与
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
措
置
が
行
わ
れ
た
具
体
的
な
時
期
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
高
祖
功
臣
の
子
孫
の
賦
役
を
免
除
し
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三
一

た
点
は
【
史
料
一
】
の
政
策
を
指
し
、
ま
た
金
帛
を
賜
与
し
た
点
は
、
金
帛
と
黄
金
の
違
い
は
あ
る
が
【
史
料
二
】
の
政
策
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
【
史
料
四
】
は
、
元
康
四
年
に
平
陽
侯
曹
参
の
六
世
の
孫
曹
喜
が
詔
に
よ
っ
て
賦
役
を
免
除
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

平
陽
侯
曹
参
条
を
引
用
し
た
が
、『
漢
書
』
列
侯
表
で
は
合
計
一
二
五
名
の
条
に
同
様
の
記
事
が
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
元
康
四
年
に
こ
の

措
置
が
採
ら
れ
た
と
す
る
。

　

ま
た
、【
史
料
四
】
で
は
「
家
を
復
」
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
孟
康
は
「
諸
の
家
を
復
す
と
は
皆
世
世
與
る

所
無
く
、
同
産
の
子
に
傳
ふ
る
を
得
し
む
る
な
り

（
一
二
）。」

と
注
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
曹
喜
ら
に
与
え
ら
れ
た
賦
役
の
免
除
は
彼
ら

の
子
孫
へ
と
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
【
史
料
四
】
の
措
置
は
、【
史
料
一
】
の
政
策
と
内
容
を
同
じ
く
す
る
。
よ
っ
て
、

功
臣
の
子
孫
に
対
し
て
代
々
の
賦
役
の
免
除
が
認
め
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、【
史
料
一
】
は
元
康
元
年
と
し
、【
史
料
四
】
は
元
康
四
年

と
し
て
お
り
異
な
る
が
、【
史
料
一
】・【
史
料
四
】
と
【
史
料
三
】
の
賦
役
免
除
に
関
す
る
部
分
は
同
一
の
政
策
を
述
べ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
と
め
れ
ば
、
宣
帝
は
元
康
元
年
も
し
く
は
元
康
四
年
に
高
祖
功
臣
の
子
孫
に
対
し
て
、
代
々
の
賦
役
を
免
除
し
、
祭
祀
の
継

承
を
認
め
る
措
置
、
す
な
わ
ち
「
復
家
」
措
置
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）「
復
家
」
措
置
の
対
象
者

　

前
節
に
見
た
「
復
家
」
措
置
は
、
ど
の
よ
う
に
対
象
者
を
選
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
の
点
を
検
討
す
る
。
な
お
、
こ
の

検
討
に
お
い
て
は
、「
復
家
」
措
置
の
行
わ
れ
た
時
期
を
ひ
と
ま
ず
元
康
年
間
と
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
【
史
料
一
】
は
「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
を
一
三
六
名
と
し
、『
漢
書
』
列
侯
表
に
【
史
料
四
】
と
同
様
の
記
事
の
あ
る
列
侯
は
一
二
五

名
で
あ
り
、
対
象
者
の
数
が
一
致
し
な
い
。
さ
ら
に
、『
漢
書
』
列
侯
表
で
対
象
者
と
さ
れ
て
い
る
一
二
五
名
の
始
祖
に
は
「
高
祖
功
臣
」
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三
二

と
称
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
が
含
ま
れ
る
。
以
下
、『
漢
書
』
列
侯
表
に
挙
げ
ら
れ
た
一
二
五
名
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
一
二
五
名
の
う
ち
、
一
二
四
名
は
高
祖
系
列
侯
、
す
な
わ
ち
高
祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
者
の
子
孫
で
あ
る
。
こ
の
一
二
四
名
は
表

1
に
示
し
た
。
残
る
一
名
は
、
長
平
侯
衛
青
の
孫
で
あ
る

（
一
三
）。

衛
青
は
元
朔
二
年
（
前
一
二
七
）
に
封
建
さ
れ
た
列
侯
で
あ
り
、
高
祖
功
臣

で
は
な
い
。
衛
青
の
孫
が
賦
役
を
免
除
さ
れ
た
の
は
、
衛
青
が
宣
帝
の
祖
父
戻
太
子
劉
拠
の
母
衛
皇
后
の
弟
で
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
衛
青
の
孫
に
対
す
る
賦
役
免
除
は
、【
史
料
一
】
や
【
史
料
三
】
に
見
え
る
高
祖
功
臣
の
子
孫
に
対
す
る
賦
役

免
除
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。

　

一
方
、
そ
の
他
一
二
四
名
の
対
象
者
の
始
祖
に
も
、
高
祖
功
臣
と
見
な
せ
な
い
人
物
が
含
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
、
徳
侯
劉
広
は
高
祖
の

兄
劉
仲
の
子
で
あ
り
、
そ
の
封
建
は
功
績
で
は
な
く
、
高
祖
の
近
親
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く

（
一
四
）。

そ
の
ほ
か
、
漢
初
の
呉
氏
長
沙
国
に
関
係

す
る
人
物
二
名
（
便
侯
呉
浅
・
軑
侯
利
蒼
）
も
含
ま
れ
て
い
る

（
一
五
）。

な
ぜ
、【
史
料
一
】
や
【
史
料
三
】
で
は
「
復
家
」
措
置
が
高
祖
功
臣

の
子
孫
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
高
祖
功
臣
」
と
は
言
え
な
い
劉
広
や
利
蒼
・
呉
浅
の

子
孫
が
「
復
家
」
措
置
の
対
象
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
述
の
よ
う
に
高
祖
系
列
侯
位
次
は
、
高
祖
期
の
功
績
を
強
調
し
、
さ
ら
に
高
祖
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
し
て
制
定
さ
れ
た
。
よ

っ
て
、
高
祖
期
か
ら
長
い
時
間
が
経
過
し
た
宣
帝
期
に
は
、
高
祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
者
で
あ
る
高
祖
系
列
侯
が
高
祖
功
臣
の
代
表
格
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
高
祖
功
臣
で
は
な
い
列
侯
も
、
高
祖
系
列
侯
で
あ
っ
た
た
め
に
高
祖
功

臣
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
子
孫
も
「
復
家
」
措
置
の
対
象
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
推
測
を
補
強
す
る
の
が
【
史
料
三
】
で
あ
る
。【
史
料
三
】
で
は
、
高
祖
功
臣
の
子
孫
に
賦
役
の
免
除
や
金
帛
の
賜
与
を
行
う
際
、

「
舊
籍
」
を
見
て
対
象
者
を
求
め
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
舊
籍
」
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
【
史
料
三
】
は
、
列
侯
表
で
あ
る
『
漢
書
』
高
恵
高
后
文
功
臣
表
の
序
文
で
あ
り
、
高
祖
功
臣
列
侯
の
子
孫
の
凋
落
を
述
べ
る
文
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脈
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
漢
書
』
列
侯
表
で
確
認
で
き
る
「
復
家
」
措
置
対
象
者
の
う
ち
一
二
四
名
は
高
祖
系
列
侯
で
あ
り
、

こ
れ
は
【
史
料
一
】
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
復
家
」
措
置
対
象
者
一
三
六
名
の
九
割
を
超
え
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
こ
の
「
舊
籍
」
は

高
祖
系
列
侯
位
次
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
高
祖
系
列
侯
位
次
は
高
廟
に
納
め
ら
れ
、
副
本
は
有
司
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。
一
方
、
高
祖
系
列
侯

の
子
孫
で
元
康
年
間
に
列
侯
で
あ
っ
た
の
は
、
地
節
四
年
（
前
六
六
）
に
紹
封
を
許
さ
れ
た

蕭
何
の
玄
孫
蕭
建
世
の
み
で
あ
る

（
一
六
）。

つ
ま

り
宣
帝
期
に
は
、
高
祖
系
列
侯
位
次
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
【
史
料
三
】
で
は
高
祖
系
列
侯
位
次
を

「
舊
籍
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
は
高
祖
系
列
侯
位
次
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、【
史
料
一
】
に

述
べ
ら
れ
た
「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
は
一
三
六
名
、『
漢
書
』
列
侯
表
に
挙
げ
ら
れ
た
対
象
者
は
衛
青
の
子
孫
を
除
い
て
一
二
四
名
で

あ
る
の
に
対
し
、
高
祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
者
は
一
三
八
名
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
「
復
家
」
措
置
が
行
わ
れ
た
元
康
年
間
に
お
け
る
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
の
状
況
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

・
諸
侯
王
…
…
一
名

　
　
　
　

城
陽
王
劉
順
（
朱
虚
侯
劉
章
の
六
世
の
孫
）

　
　

・
列　

侯
…
…
一
名

　
　
　
　

侯
蕭
建
世
（

侯
蕭
何
の
玄
孫
）

　
　

・
そ
の
他
・
不
明
…
…
一
三
六
名

（
一
七
）

　
【
史
料
一
】
で
は
、
賦
役
の
免
除
の
ほ
か
に
、
高
祖
功
臣
の
子
孫
に
「
祭
祀
を
奉
ぜ
し
」
め
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
侯

王
や
列
侯
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
者
は
す
で
に
祭
祀
を
奉
じ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
措
置
は
必
要
な
い

（
一
八
）。

ま
た
【
史
料
三
】
は
、
宣
帝
は
高
祖
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功
臣
の
子
孫
の
窮
状
を
哀
れ
ん
で
彼
ら
に
恩
恵
を
加
え
た
と
す
る
が
、
諸
侯
王
や
列
侯
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
賦
役
の
免

除
を
行
う
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
宣
帝
は
「
復
家
」
措
置
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
高
祖
系
列
侯
位
次
を
参
照

し
た
が
、
そ
の
際
に

侯
蕭
何
と
朱
虚
侯
劉
章
の
子
孫
が
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
残
る
一
三
六
名
の
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
が
「
復
家
」
措

置
の
対
象
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、【
史
料
一
】
で
「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
が
一
三
六
名
と
さ
れ
、
一
方
で
『
漢
書
』
列
侯
表
に
「
復
家
」
措
置
の

対
象
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
が
一
二
四
名
で
あ
る
点
を
検
討
す
る
。

　
【
史
料
三
】
で
は
「
舊
籍
を
覽
、
詔
し
て
有
司
を
し
て
其
の
子
孫
を
求
め
し
め
、
咸
庸
保
の
中
よ
り
出
し
」
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
宣
帝
は
有
司
に
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
を
探
さ
せ
た
が
、
彼
ら
は
す
で
に
零
落
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
つ
ま
り
漢
朝
は
彼
ら
の
多
く
に
つ
い
て
、
そ
の
動
向
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
状
況
は
、
高
祖
系
列
侯
位

次
の
第
一
位

侯
蕭
何
の
子
孫
も
同
様
で
あ
っ
た
。『
漢
書
』
蕭
何
伝
に
は
、
地
節
四
年
に
行
わ
れ
た
蕭
何
の
玄
孫
蕭
建
世
の
紹
封
に
つ

い
て
、宣

帝
の
時
、
丞
相
御
史
に
詔
し
て
蕭
相
國
の
後
の
在
る
者
を
求
問
せ
し
め
、
玄
孫
建
世
等
十
二
人
を
得
、
復
た
詔
を
下
し

の
戸
二

千
を
以
て
建
世
を
封
じ
て

侯
と
爲
す

（
一
九
）。

と
見
え
る
。
蕭
何
の
子
孫
は
漢
初
に
は
た
び
た
び
紹
封
を
許
さ
れ
て
い
た

（
二
〇
）。

し
か
し
右
の
『
漢
書
』
蕭
何
伝
に
よ
れ
ば
、
漢
初
に
そ
れ
ほ

ど
尊
重
さ
れ
た
蕭
何
の
子
孫
で
さ
え
、
漢
朝
は
そ
の
動
向
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
捜
索
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
の
他
多
く
の
功
臣
の
子
孫
の
動
向
も
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
総
合
す
る
と
、
宣
帝
は
有
司
に
高
祖
系
列
侯
一
三
六
名
の
子
孫
を
探
さ
せ
た
が
、
一
三
六
名
す
べ
て
の
子
孫
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
実
際
に
「
復
家
」
措
置
を
適
用
で
き
た
の
は
一
二
四
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
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五

う
に
考
え
れ
ば
、【
史
料
一
】
に
述
べ
ら
れ
た
「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
数
（
一
三
六
名
）
と
、『
漢
書
』
列
侯
表
に
挙
げ
ら
れ
た
対
象
者

の
数
（
一
二
四
名
）
が
一
致
し
な
い
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い

（
二
一
）。

（
三
）「
復
家
」
措
置
の
時
期

　

次
に
「
復
家
」
措
置
の
行
わ
れ
た
時
期
を
検
討
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
通
り
の
解
釈
を
提
示
で
き
る
。

　

一
つ
は
、【
史
料
一
】
は
本
来
、『
漢
書
』
宣
帝
紀
元
康
四
年
八
月
条
に
配
列
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。【
史

料
三
】
で
は
、
高
祖
功
臣
の
子
孫
に
対
す
る
賦
役
の
免
除
の
ほ
か
に
、
金
帛
の
賜
与
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
【
史
料
二
】
に
述
べ

ら
れ
た
元
康
四
年
八
月
の
功
臣
の
後
継
者
に
対
す
る
黄
金
の
賜
与
と
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。【
史
料
三
】
で
「
復
家
」
措
置
と
金
帛

の
賜
与
が
一
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
を
重
視
す
れ
ば
、「
復
家
」
措
置
は
元
康
四
年
八
月
の
金
帛
の
賜
与
と
同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
『
漢
書
』
列
侯
表
に
挙
げ
ら
れ
た
「
復
家
」
措
置
の
事
例
の
な
か
に
は
、
少
数
で
は
あ
る
が
黄
金
の
賜
与
に
つ
い
て
も
言

及
さ
れ
た
も
の
が
見
ら
れ
る

（
二
二
）。

ま
た
、『
漢
書
』
列
侯
表
に
挙
げ
ら
れ
た
事
例
は
す
べ
て
「
復
家
」
措
置
の
時
期
を
元
康
四
年
と
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
復
家
」
措
置
が
元
康
四
年
八
月
に
行
わ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
よ
う
。

　

も
う
一
つ
の
解
釈
は
、【
史
料
四
】
を
は
じ
め
と
す
る
『
漢
書
』
列
侯
表
の
「
復
家
」
措
置
に
関
す
る
記
事
が
、「
元
康
元
年
」
と
す
べ

き
と
こ
ろ
を
「
元
康
四
年
」
と
誤
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、「
復
家
」
措
置
の
行
わ
れ
た
時
期
が
、
元
康
元
年
と
元
康
四
年
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
以
下
に
行
う
考
察
に
お
い
て
大
き
な

問
題
は
生
じ
な
い
。
よ
っ
て
、
い
ず
れ
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、「
復
家
」
措
置
は
元
康
年
間
に
行
わ
れ
た
と
幅
を
持
た
せ
て
解
す

る
こ
と
と
す
る
。

　

本
章
の
検
討
を
踏
ま
え
て
「
復
家
」
措
置
を
、
元
康
年
間
に
行
わ
れ
た
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
に
対
し
て
代
々
の
賦
役
を
免
除
し
、
ま
た
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三
六

祭
祀
の
継
承
を
認
め
る
措
置
と
位
置
づ
け
る
。

三　
「
復
家
」
措
置
の
政
治
的
意
義

　

本
章
で
は
元
康
年
間
に
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
「
復
家
」
措
置
の
政
治
的
な
意
義
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
後
、

元
帝
期
以
降
の
高
祖
系
列
侯
に
対
す
る
政
策
に
言
及
す
る
。

（
一
）「
復
家
」
措
置
の
政
治
的
背
景

　
「
復
家
」
措
置
が
行
わ
れ
た
宣
帝
期
は
、
地
節
二
年
（
前
六
八
）
五
月
を
区
切
り
と
し
て
、
大
き
く
二
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
前
期
（
地
節
二
年
五
月
以
前
）
は
霍
氏
集
団
が
政
権
を
掌
握
し
、
後
期
（
地
節
二
年
五
月
以
降
）
は
宣
帝
が
自
ら
政
治
を
行
っ
た
。

そ
し
て
「
復
家
」
措
置
の
行
わ
れ
た
元
康
年
間
は
宣
帝
期
の
後
期
に
属
す
る
。

　

元
康
年
間
は
宣
帝
が
親
政
を
開
始
し
た
地
節
二
年
か
ら
間
も
な
い
時
期
で
あ
り
、
地
節
二
年
か
ら
元
康
年
間
に
か
け
て
、
宣
帝
の
権
威

を
確
立
す
る
た
め
の
政
策
が
連
続
し
て
実
施
さ
れ
た
。
当
該
期
の
政
策
の
う
ち
、
宣
帝
の
権
威
確
立
を
意
図
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
を
表
2
に
挙
げ
た
。

　

表
2
に
挙
げ
た
政
策
の
う
ち
、
た
と
え
ば
①
は
帝
位
を
子
へ
と
継
承
さ
せ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
帝
位
の
正
統
性

を
直
接
的
に
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
⑤
・
⑦
・
⑧
も
自
ら
が
帝
位
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る

（
二
三
）。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
宣
帝
は
地
節
二
年
か
ら
元
康
年
間
に
か
け
て
、
自
ら
の
権
威
を
確
立
す
る
た
め
の
政
策
を
繰
り
返
し
実
施
し
た
の
か
。

そ
の
原
因
は
、
地
節
二
年
三
月
の
霍
光
の
死
と
同
年
五
月
の
親
政
開
始
に
あ
り
、
よ
り
根
本
的
な
原
因
は
宣
帝
の
出
自
に
あ
る
。
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七

　

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
霍
光
は
武
帝
に
後
事
を
託
さ
れ
て
以
降
、
地
節
二
年
三
月
に
没
す
る
ま
で
昭
帝
や
宣
帝
を
輔
佐
し
政
権

を
掌
握
し
て
お
り
、
宣
帝
を
擁
立
し
た
の
も
霍
光
で
あ
る
。
そ
し
て
地
節
二
年
三
月
以
前
に
は
、
宣
帝
の
地
位
は
霍
光
の
後
ろ
盾
に
よ
っ

て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
宣
帝
は
そ
の
出
自
の
た
め
に
、
正
統
性
に
大
き
な
瑕
疵
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

宣
帝
の
祖
父
は
武
帝
の
子
の
戻
太
子
劉
拠
で
あ
る
。
劉
拠
は
皇
太
子
で
あ
っ
た
が
、
武
帝
末
年
の
巫
蟲
の
獄
に
際
し
て
挙
兵
し
、
そ
の

一
族
は
幼
少
の
宣
帝
を
除
い
て
滅
ぼ
さ
れ
た
。
即
位
前
の
宣
帝
の
生
活
に
つ
い
て
は
、『
漢
書
』
宣
帝
紀
に
見
え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
宣

帝
は
獄
に
繋
が
れ
た
が
、
大
赦
を
受
け
、
そ
の
後
に
宗
室
の
一
員
に
加
え
ら
れ
、
祖
母
史
良
娣
の
家
を
頼
っ
て
生
活
し
た
。
つ
ま
り
、
宣

帝
は
武
帝
の
曾
孫
と
し
て
即
位
し
た
が
、
そ
の
出
自
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
周
囲
の
疑
念
は
免
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
も
宣
帝
は
昭
帝
の
死
後
、
紆
余
曲
折
を
経
て
即
位
し
た
。
武
帝
を
継
い
だ
昭
帝
は
元
平
元
年
（
前
七
四
）
に
後
嗣
な
く
し
て
没
し
、

霍
光
ら
に
よ
っ
て
、
ま
ず
昌
邑
王
劉
賀
が
擁
立
さ
れ
た
。
し
か
し
霍
光
ら
は
、
素
行
の
悪
さ
を
理
由
に
劉
賀
を
廃
し
、
宣
帝
を
擁
立
し
た

の
で
あ
る

（
二
四
）。

　

さ
ら
に
武
帝
の
死
後
か
ら
帝
位
を
め
ぐ
る
争
い
が
続
い
て
い
た
。
武
帝
の
死
後
、
昭
帝
が
即
位
し
た
が
、
武
帝
の
子
燕
王
劉
旦
は
こ
れ

に
不
満
を
抱
き
、
二
度
に
わ
た
っ
て
謀
反
を
計
画
し
て
い
る
。
劉
旦
の
謀
反
は
、
漢
朝
中
央
の
霍
光
と
上
官
桀
・
桑
弘
羊
ら
の
争
い
と
結

び
つ
い
て
、
当
時
の
政
治
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た

（
二
五
）。

劉
旦
が
昭
帝
の
帝
位
に
挑
戦
し
た
の
は
、
昭
帝
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
の

が
武
帝
の
死
の
直
前
で
あ
り
、
や
は
り
出
自
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
た
め
で
あ
っ
た

（
二
六
）。

　

ま
た
、
同
じ
く
武
帝
の
子
で
あ
る
広
陵
王
劉
胥
も
帝
位
を
欲
し
て
い
た
。『
漢
書
』
巻
六
三
武
五
子
伝
に
は
、
劉
胥
が
昭
帝
期
に
帝
位

を
望
ん
で
巫
に
祈
禱
さ
せ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
昭
帝
期
に
は
劉
旦
や
劉
胥
に
益
封
な
ど
の
恩
恵
が
賜
与
さ
れ
て
お
り

（
二
七
）、

昭
帝
や
霍
光
が
彼
ら
へ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
昭
帝
即
位
以
来
続
く
帝
位
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
混
乱
の
中
で
宣
帝
が
即
位
し
た
。
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
宣
帝
の
出
自
も
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三
八

判
然
と
せ
ず
、
さ
ら
に
武
帝
や
昭
帝
と
の
血
縁
関
係
も
、
戻
太
子
劉
拠
の
孫
の
宣
帝
よ
り
も
武
帝
の
子
の
広
陵
王
劉
胥
の
方
が
近
い
。
こ

の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
宣
帝
の
帝
位
の
正
統
性
に
対
し
て
大
き
な
疑
念
が
集
ま
っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
広
陵
王
劉
胥
は
『
漢
書
』
武
五
子
伝
に
よ
れ
ば
、
宣
帝
期
に
も
宣
帝
の
即
位
に
反
発
し
、
ま
た
帝
位
を
欲
し
て
巫
に
祈
禱
や
呪

詛
を
さ
せ

（
二
八
）、

さ
ら
に
楚
王
劉
延
寿
の
謀
反
の
計
画
に
も
関
与
し
た

（
二
九
）。

劉
延
寿
の
謀
反
が
発
覚
し
た
の
は
地
節
元
年
（
前
六
九
）
一
一
月
で

あ
る
。
宣
帝
の
即
位
か
ら
五
年
が
経
過
し
、
霍
光
の
政
権
は
い
ま
だ
安
泰
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
三
〇
）、

謀
反
が
計
画
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
謀
反
の
発
覚
後
、
劉
延
寿
は
誅
さ
れ
る
が
、
劉
胥
は
不
問
と
さ
れ
、
か
え
っ
て
黄
金
や
器
物
を
賜
っ
て
お
り
、
霍
光
や
宣

帝
が
宗
室
劉
氏
へ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
宣
帝
は
霍
光
存
命
中
に
も
そ
の
帝
位
に
対
し
て
広
陵
王
劉
胥

の
挑
戦
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
霍
光
存
命
中
か
ら
劉
旦
や
劉
胥
の
一
族
に
対
す
る
恩
恵
の
賜
与
が
た
び
た
び
行
わ
れ
て
い
た
。

・
本
始
元
年
（
前
七
三
）
七
月

燕
王
劉
旦
の
子
劉
建
を
広
陽
王
に
、
広
陵
王
劉
胥
の
少
子
劉
弘
を
高
密
王
に
封
建
す
る
。

劉
旦
の
子
劉
賢
を
安
定
侯
に
、
劉
胥
の
子
劉
聖
・
劉
曽
・
劉
昌
を
そ
れ
ぞ
れ
朝
陽
侯
・
平
曲
侯
・
南
利
侯
に
封
建
す
る
。

・
本
始
四
年
（
前
七
〇
）
五
月

燕
王
劉
旦
の
子
劉
慶
を
新
昌
侯
に
封
建
す
る
。

右
の
う
ち
、
高
密
王
劉
弘
や
朝
陽
侯
劉
聖
・
平
曲
侯
劉
曽
・
南
利
侯
劉
昌
の
封
建
は
、
劉
胥
の
宣
帝
即
位
に
対
す
る
不
満
を
抑
え
る
た
め

に
行
わ
れ
た
。
特
に
劉
弘
の
高
密
王
封
建
は
、
父
劉
胥
の
存
命
中
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
紹
封
と
も
異
な
り
、
極
め
て
手
厚
い
処
遇

で
あ
る
と
言
え
る

（
三
一
）。

ま
た
広
陽
王
劉
建
の
封
建
は
、
す
で
に
父
劉
旦
が
謀
反
に
失
敗
し
て
自
殺
し
、
燕
国
が
除
か
れ
て
い
た
か
ら
、
皇
帝

の
恩
恵
に
よ
る
紹
封
で
あ
る
。
安
定
侯
劉
賢
・
新
昌
侯
劉
慶
の
封
建
と
あ
わ
せ
て
、
燕
王
劉
旦
の
一
族
の
不
満
を
除
く
た
め
に
行
わ
れ
た
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三
九

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
宣
帝
の
正
統
性
は
、
霍
光
存
命
中
に
も
こ
の
よ
う
な
措
置
を
採
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
程
に
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
霍
光
の
存
命
中
に
は
、
宣
帝
は
霍
光
を
信
任
し
政
権
を
委
ね
る
こ
と
で
、
自
ら
の
帝
位
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
霍
光
は
す

で
に
昭
帝
期
に
上
官
桀
・
桑
弘
羊
・
燕
王
劉
旦
と
い
っ
た
政
敵
を
排
除
し
て
お
り
、
擁
立
し
た
皇
帝
を
廃
位
で
き
る
ほ
ど
の
権
力
を
手
中

に
収
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
地
節
二
年
三
月
に
霍
光
が
没
し
た
後
、
宣
帝
は
霍
氏
一
族
か
ら
権
力
を
回
収
し
親
政
を
開
始
し
た
。
こ
の
霍
光
の
死
と
親
政
の

開
始
に
よ
っ
て
、
宣
帝
は
自
ら
の
正
統
性
を
示
し
、
そ
の
権
威
を
確
立
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
採
ら
れ
た

の
が
表
2
に
挙
げ
た
諸
政
策
で
あ
る
。

　

表
2
の
政
策
の
う
ち
、
特
に
①
の
立
太
子
は
自
ら
の
帝
位
が
我
が
子
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら

の
帝
位
へ
の
挑
戦
を
却
け
よ
う
と
図
っ
た
と
言
え
る
。
実
際
に
長
年
、
帝
位
を
欲
し
て
い
た
広
陵
王
劉
胥
は
皇
太
子
が
立
て
ら
れ
た
の
を

知
っ
て
、
帝
位
を
諦
め
て
い
る

（
三
二
）。

　

そ
の
一
方
で
立
太
子
に
際
し
て
は
、
広
く
恩
恵
を
与
え
て
支
持
の
獲
得
も
図
っ
て
い
る
。『
漢
書
』
宣
帝
紀
地
節
三
年
条
に
は
、

夏
四
月
戊
申
、
皇
太
子
を
立
て
、
天
下
に
大
赦
す
。
御
史
大
夫
に
爵
關
内
侯
を
賜
ひ
、
中
二
千
石
は
爵
右
庶
長
、
天
下
の
當
に
父
の

後
と
爲
る
べ
き
者
は
爵
一
級
。
廣
陵
王
に
黃
金
千
斤
を
賜
ひ
、
諸
侯
王
十
五
人
は
黃
金
各
々
百
斤
、
列
侯
の
國
に
在
る
者
八
十
七
人

は
黃
金
各
々
二
十
斤
な
り

（
三
三
）。

と
見
え
、
広
く
賜
爵
が
行
わ
れ
た
の
と
同
時
に
、
広
陵
王
劉
胥
を
は
じ
め
と
し
て
、
諸
侯
王
や
列
侯
に
黄
金
が
賜
与
さ
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。
諸
侯
王
は
す
べ
て
宗
室
劉
氏
で
あ
る
。
ま
た
「
列
侯
の
國
に
在
る
者
八
十
七
人
」
と
あ
り
、
就
国
中
の
列
侯
も
黄
金
の
賜
与
を
受
け

た
。
こ
の
時
期
に
は
、
諸
侯
王
の
子
弟
が
封
建
さ
れ
た
王
子
侯
が
列
侯
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た

（
三
四
）。

よ
っ
て
、
こ
の
黄
金
の
賜
与
の
主
た

る
対
象
は
諸
侯
王
や
王
子
侯
と
い
う
地
位
の
高
い
宗
室
で
あ
っ
た
。
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四
〇

　

つ
ま
り
、
宣
帝
は
立
太
子
に
よ
っ
て
帝
位
が
子
へ
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
自
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
、
広
陵
王
劉
胥
の
帝
位
へ
の

希
望
を
絶
っ
た
。
一
方
で
宣
帝
の
出
自
や
正
統
性
に
疑
念
を
持
つ
者
の
反
発
を
考
慮
し
、
宗
室
劉
氏
に
広
く
黄
金
を
賜
与
す
る
こ
と
で
、

彼
ら
の
不
満
の
緩
和
や
支
持
の
獲
得
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
も
、
皇
帝
陵
の
建
造
や
皇
考
廟
の
設
置
な
ど
を
行
い
、

権
威
の
確
立
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
宣
帝
の
権
威
確
立
の
た
め
の
政
策
が
行
わ
れ
る
中
で
、「
復
家
」
措
置
が
採
ら
れ
た
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
こ
の
点
を
検
討
し
た
い
。

（
二
）「
復
家
」
措
置
の
政
治
的
意
義

　

上
述
の
よ
う
に
「
復
家
」
措
置
と
は
、
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
の
賦
役
を
免
除
し
、
ま
た
彼
ら
に
祭
祀
の
継
承
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
高
祖
系
列
侯
は
高
祖
功
臣
を
代
表
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
政
策
が
宣
帝
の
親
政
開
始
後
、
権
威
確

立
の
た
め
に
種
々
の
政
策
が
繰
り
返
し
実
施
さ
れ
る
な
か
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
や
は
り
「
復
家
」
措
置
も
宣
帝
の
権

威
確
立
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
前
掲
【
史
料
三
】
で
は
「
用
て
中
興
の
德
を
章
ら
か
に
す
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
「
復
家
」
措
置
の
実
施
が
宣
帝
の
権
威
確
立
に
繋
が
る
の
か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
復
家
」
措
置
の
対
象
と
な

る
高
祖
功
臣
を
決
定
す
る
の
に
高
祖
系
列
侯
位
次
が
用
い
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
高
祖
系
列
侯
位
次
は
高
后
二
年
に
制
定
さ
れ
、
文
帝
即
位

後
に
改
定
さ
れ
た
。
こ
の
位
次
の
制
定
と
改
定
に
は
、
高
祖
の
権
威
を
継
承
す
る
と
い
う
目
的
が
含
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
呂
后
や
文
帝

は
高
祖
の
権
威
を
継
承
す
る
こ
と
で
、
当
時
大
き
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
高
祖
功
臣
の
支
持
の
獲
得
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、「
復
家
」
措
置
の
行
わ
れ
た
宣
帝
期
に
は
高
祖
功
臣
は
す
で
に
勢
力
を
失
っ
て
い
た
。
し
か
し
宣
帝
に
は
「
復
家
」
措
置
を
行
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い
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
と
関
係
を
取
り
結
び
、
そ
し
て
自
ら
と
彼
ら
の
関
係
を
高
祖
と
高
祖
功
臣
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
で
、
高
祖

の
権
威
を
継
承
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
自
ら
が
漢
朝
の
正
統
な
皇
帝
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
地
節
・
元
康
年
間
に
お
け
る
高
祖
功
臣
を
用
い
た
政
策
は
「
復
家
」
措
置
だ
け
で
は
な
い
。「
復
家
」
措
置
と
同
時
に
行
わ

れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
前
章
で
触
れ
た
高
祖
功
臣
の
後
継
者
へ
の
黄
金
賜
与
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
漢
初
に
は

侯
蕭
何
の
子
孫
に
対
し
て
、
た
び
た
び
紹
封
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
高
祖
を
長
く
支
え
、
高
祖
に
よ
っ
て

功
績
第
一
位
と
さ
れ
た
蕭
何
の
子
孫
と
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
で

（
三
五
）、

自
ら
の
正
統
性
を
主
張
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
三
六
）。

し
か

し
、
元
狩
三
年
（
前
一
二
〇
）
に
蕭
慶
が
紹
封
に
よ
り

侯
と
な
り
、
元
封
四
年
に
蕭
慶
の
子
蕭
寿
成
が
免
侯
と
な
っ
て
以
降
、
武
帝
後

期
と
霍
光
執
政
期
を
通
じ
て
、
蕭
何
の
子
孫
の
紹
封
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
武
帝
が
高
祖
功
臣
を
通
じ
て
獲
得
し
た
高
祖
の

権
威
に
よ
っ
て
正
統
性
を
主
張
す
る
手
法
を
放
棄
し
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
武
帝
に
後
事
を
託
さ
れ
て
政
権
を
掌
握
し

た
霍
光
も
、
武
帝
の
方
針
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
宣
帝
は
霍
光
が
没
し
た
直
後
か
ら
、
高
祖
功
臣
の
子
孫
を
通
じ
た
高
祖
の
権
威
の
継
承
を
図
っ
た
。『
漢
書
』
宣
帝

紀
地
節
二
年
条
に
は
、
霍
光
が
没
し
た
際
に
出
さ
れ
た
詔
が
見
え
る
。

詔
し
て
曰
く
、「
大
司
馬
大
將
軍
博
陸
侯
孝
武
皇
帝
に
宿
衞
す
る
こ
と
三
十
餘
年
、
孝
昭
皇
帝
を
輔
く
る
こ
と
十
有
餘
年
、
大
難
に

遭
ひ
、
躬
ら
義
を
秉
り
、
三
公
・
諸
侯
・
九
卿
・
大
夫
を
率
ゐ
て
萬
世
の
策
を
定
め
、
以
て
宗
廟
を
安
ん
ず
。
天
下
の
蒸
庶
、
咸
以

て
康
寧
な
り
、
功
德
茂
盛
な
り
、
朕
甚
だ
之
を
嘉
す
。
其
の
後
世
を
復
し
、
其
の
爵
邑
を
疇
し
、
世
世
與
る
所
有
る
毋
か
れ
。
功
は

蕭
相
國
の
如
し
。」
と

（
三
七
）。

こ
の
詔
の
末
尾
で
、
宣
帝
は
「
功
は
蕭
相
國
の
如
し
」
と
述
べ
、
霍
光
の
功
績
を
蕭
何
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
宣
帝
は
、
自
ら
と

霍
光
の
関
係
を
、
高
祖
と
蕭
何
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
自
ら
を
高
祖
の
後
継
者
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
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四
二

ほ
か
な
ら
な
い
。

　

元
狩
三
年
の
蕭
慶
の
紹
封
以
後
、
蕭
何
の
子
孫
の
紹
封
は
行
わ
れ
ず
、
武
帝
後
期
や
霍
光
執
政
期
に
は
、
右
の
地
節
二
年
詔
の
よ
う
な

蕭
何
の
功
績
を
述
べ
た
表
現
も
史
料
上
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
宣
帝
は
、
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
霍
光
の
死
と
い
う
極
め
て

重
大
な
局
面
で
蕭
何
の
名
を
挙
げ
、
自
ら
を
高
祖
の
後
継
者
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
の
地
節
四
年
二
月
に
は
、

蕭
何
の
玄
孫
蕭
建
世
の
紹
封
を
認
め
て

侯
と
し
、
元
康
年
間
に
は
「
復
家
」
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。
つ
ま
り
宣
帝
は
霍
光
の
死
後
、

高
祖
功
臣
を
通
じ
て
高
祖
の
権
威
を
継
承
し
、
自
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
高
祖
系
列
侯
が
高
祖
功
臣
を
代
表
す
る
者
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
選
定
に
高
祖
系
列
侯

位
次
が
用
い
ら
れ
た
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
を
提
示
し
た
い
。
そ
れ
は
文
帝
の
政
策
の
模
倣
で
あ
る
。
文
帝

は
宣
帝
と
同
様
、
傍
系
か
ら
即
位
し
た

（
三
八
）。

文
帝
が
周
勃
ら
大
臣
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
点
も
、
霍
光
ら
に
擁
立
さ
れ
た
宣
帝
と
類
似
す
る
。

そ
し
て
こ
の
点
は
宣
帝
即
位
時
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
。『
漢
書
』
巻
六
〇
杜
周
伝
附
杜
延
年
伝
に
は
、

有
司
に
詔
し
て
策
を
定
む
る
の
功
を
論
ぜ
し
む
、
大
將
軍
大
司
馬
光
の
功
德
は
太
尉
絳
侯
周
勃
に
過
ぎ
、
車
騎
將
軍
安
世
・
丞
相
楊

敞
の
功
は
丞
相
陳
平
に
比
し
、
前
將
軍
韓
增
・
御
史
大
夫
蔡
誼
の
功
は
潁
陰
侯
灌
嬰
に
比
し
、
太
僕
杜
延
年
の
功
は
朱
虛
侯
劉
章
に

比
し
、
後
將
軍
趙
充
國
・
大
司
農
田
延
年
・
少
府
史
樂
成
の
功
は
典
客
劉
揭
に
比
す
、
皆
侯
に
封
じ
土
を
益
す

（
三
九
）。

と
見
え
る
。
こ
れ
は
宣
帝
擁
立
に
対
す
る
論
功
行
賞
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
功
行
賞
は
、『
漢
書
』
宣
帝
紀
か
ら
本
始
元
年
正

月
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
右
の
杜
延
年
伝
の
記
事
は
各
人
の
功
績
と
褒
賞
を
確
定
す
る
際
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

（
四
〇
）。

そ

し
て
こ
の
記
事
で
は
、
各
人
の
功
績
が
文
帝
擁
立
時
の
大
臣
た
ち
の
功
績
と
対
比
さ
れ
て
い
る

（
四
一
）。

つ
ま
り
宣
帝
即
位
直
後
、
状
況
の
類
似

す
る
文
帝
の
事
例
を
挙
げ
て
、
宣
帝
の
擁
立
と
即
位
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る

（
四
二
）。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
宣
帝
が
文
帝
の
高
祖
系
列
侯
位
次
の
改
定
を
念
頭
に
高
祖
系
列
侯
位
次
を
用
い
て
「
復
家
」
措
置
を
実
施
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し
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
文
帝
は
宣
帝
の
五
世
の
祖
に
あ
た
り
、
宣
帝
も
文
帝
系
皇
統
に
属
す
る
。
宣
帝
が
文
帝
の
政
策
を

参
照
す
る
こ
と
は
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
文
帝
の
高
祖
系
列
侯
位
次
の
改
定
も
、
高
祖
の
権
威
の
継
承
の
た
め
に
行
わ
れ
た
政

策
で
あ
る
。
つ
ま
り
宣
帝
は
、
文
帝
の
政
策
を
参
照
し
て
、
高
祖
系
列
侯
位
次
を
用
い
て
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
に
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
で
、

自
ら
を
高
祖
・
文
帝
に
始
ま
る
漢
朝
の
帝
位
継
承
の
流
れ
に
位
置
づ
け
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
「
復
家
」
措
置
は
、
宣
帝
が
親
政
開
始
後
、
自
ら
の
権
威
を
確
立
す
る
た
め
に
実
施
し

た
政
策
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
高
祖
功
臣
を
通
じ
て
高
祖
の
権
威
を
継
承
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
、
地
節
年
間
に
霍
光
の
功
績
を

蕭
何
に
な
ぞ
ら
え
、
蕭
何
の
子
孫
の
紹
封
を
認
め
た
こ
と
と
目
的
を
同
じ
く
す
る
。
つ
ま
り
昭
帝
の
即
位
以
来
、
宗
室
内
の
帝
位
を
め
ぐ

る
争
い
が
続
く
状
況
下
で
、
宣
帝
は
建
国
の
功
臣
の
権
威
に
頼
る
こ
と
で
、
高
祖
の
権
威
の
継
承
を
図
り
、
自
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
た

の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
決
定
に
あ
た
り
、
高
祖
系
列
侯
位
次
を
用
い
た
の
は
、
宣
帝
の
五
世
の
祖
に
あ
た
り
、
即
位
状
況
の

類
似
す
る
文
帝
に
よ
る
高
祖
系
列
侯
位
次
の
改
定
を
参
照
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
元
帝
期
以
降
の
高
祖
系
列
侯

　

本
節
で
は
、
宣
帝
期
に
続
く
元
帝
期
以
降
に
行
わ
れ
た
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
に
対
す
る
紹
封
と
高
祖
系
列
侯
位
次
の
関
係
を
検
討
し
た

い
。

　

ま
ず
地
節
四
年
に
紹
封
し
た

侯
蕭
何
の
子
孫
は
、
成
帝
永
始
元
年
（
前
一
六
）
に
至
っ
て
蕭
建
世
の
孫
蕭
獲
が
罪
に
よ
り
免
侯
と
な

っ
た
。
し
か
し
同
年
、
蕭
何
の
五
世
の
孫
蕭
喜
が
紹
封
を
許
さ
れ
、
そ
の
後
は
前
漢
末
ま
で
存
続
し
た
。

　

ま
た
、
他
の
高
祖
系
列
侯
に
も
子
孫
の
紹
封
が
認
め
ら
れ
た
事
例
が
六
件
存
在
す
る
。



高
祖
系
列
侯
と
「
復
家
」
措
置
（
邉
見
） 

四
四

　
　

建
平
元
年
（
前
六
）

　
　
　
　

営
陵
侯
劉
帰
生
（
営
陵
侯
劉
沢
﹇
88
﹈
の
六
世
の
孫
）

（
四
三
）

　
　

元
寿
二
年
（
前
一
）

　
　
　
　

平
陽
侯
曹
本
始
（
平
陽
侯
曹
参
﹇
2
﹈
の
七
世
の
孫
）

　
　
　
　

徳
侯
劉
勲
（
徳
侯
劉
広
﹇
127
﹈
の
六
世
の
孫
）

　
　

元
始
二
年
（
後
二
）

　
　
　
　

宣
平
侯
張
慶
忌
（
宣
平
侯
張
敖
﹇
3
﹈
の
玄
孫
）

　
　
　
　

絳
侯
周
共
（
絳
侯
周
勃
﹇
4
﹈
の
玄
孫
）

　
　
　
　

舞
陽
侯
樊
章
（
舞
陽
侯
樊
噲
﹇
5
﹈
の
五
世
の
孫
）

こ
の
う
ち
、
劉
沢
と
劉
広
は
高
祖
系
列
侯
位
次
に
お
け
る
序
列
は
低
い
が
、
宗
室
の
出
身
で
あ
る
。
彼
ら
の
子
孫
の
紹
封
は
、
高
祖
系
列

侯
位
次
の
対
象
者
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
漢
初
の
宗
室
出
身
の
列
侯
で
あ
る
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
曹
参
・
張
敖
・
周
勃
・
樊
噲
の
四
名
は
高
祖
系
列
侯
位
次
の
第
二
位
か
ら
第
五
位
の
列
侯
で
あ
る
。
彼
ら
お
よ
び
蕭
何
の
子
孫

の
紹
封
の
時
期
に
着
目
す
る
と
、
位
次
の
順
に
従
っ
て
紹
封
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
紹
封
を
認
め
る
に

あ
た
っ
て
、
高
祖
系
列
侯
位
次
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る

（
四
四
）。

　

右
の
点
か
ら
、
宣
帝
期
以
降
も
、
高
祖
系
列
侯
位
次
を
用
い
た
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
に
対
す
る
恩
恵
の
賜
与
が
行
わ
れ
て
お
り
、
高
祖

系
列
侯
を
通
じ
て
高
祖
の
権
威
を
継
承
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
高
祖
系
列
侯
位
次
が
用
い
ら
れ
て
い
る

点
か
ら
、
哀
帝
期
・
平
帝
期
の
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
の
紹
封
に
は
、
宣
帝
地
節
・
元
康
年
間
の
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
に
対
す
る
一
連
の
政

策
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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四　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
宣
帝
元
康
年
間
に
実
施
さ
れ
た
「
復
家
」
措
置
を
中
心
に
、
漢
初
に
制
定
・
改
定
さ
れ
た
高
祖
系
列
侯
位
次
が
前
漢
後
期

に
い
か
に
用
い
ら
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
要
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
宣
帝
は
親
政
を
開
始
し
た
後
、
自
ら
の
権
威
を
確
立
す
る
た
め
に
種
々
の
政
策
を
行
っ
た
が
、「
復
家
」
措
置
も
そ
の
一
つ
に
数

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

②「
復
家
」
措
置
は
、
高
祖
功
臣
の
子
孫
に
対
し
て
、
代
々
の
賦
役
を
免
除
し
、
祭
祀
継
承
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
者
の
選

定
に
あ
た
っ
て
は
高
祖
系
列
侯
位
次
が
用
い
ら
れ
た
。「
復
家
」
措
置
の
目
的
は
、
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
と
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ

と
で
、
宣
帝
が
高
祖
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
高
祖
の
権
威
を
継
承
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

③
高
祖
系
列
侯
位
次
に
は
、
高
祖
功
臣
と
見
な
せ
な
い
人
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
復
家
」
措
置
の
対
象
者
が
高
祖
系
列

侯
位
次
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宣
帝
期
に
は
位
次
の
対
象
者
で
あ
る
高
祖
系
列
侯
が
高
祖
功
臣
を
代
表
す
る
者

と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④
元
帝
期
以
降
の
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
事
例
に
お
い
て
も
、
高
祖
系
列
侯
位
次
に
よ
っ
て
対
象
者
が
選
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、

「
復
家
」
措
置
に
お
い
て
高
祖
系
列
侯
位
次
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
高
祖
系
列
侯
に
対
す
る
政
策
は
、
武
帝
中
期
と
宣
帝
地
節
・
元
康
年
間
に
変
化
が
見
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
当
該
期
の
政
治
状
況
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

武
帝
中
期
に
は
高
祖
功
臣
は
す
で
に
勢
力
を
喪
失
し
、
武
帝
も
自
ら
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
高
祖
功
臣
の
子
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孫
に
恩
恵
を
与
え
て
、
彼
ら
と
関
係
を
取
り
結
ぶ
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
宣
帝
は
昭
帝
の
即
位
か
ら
続
く
宗
室
内
の
帝
位

を
め
ぐ
る
争
い
の
中
で
、
自
ら
の
正
統
性
を
確
立
す
る
た
め
に
建
国
の
功
臣
の
権
威
に
頼
っ
て
高
祖
の
権
威
の
継
承
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
高
祖
功
臣
は
前
漢
半
ば
ま
で
に
政
治
的
な
勢
力
を
喪
失
し
た
が
、
前
漢
後
期
に
至
っ
て
も
皇
帝

の
正
統
性
確
立
に
利
用
さ
れ
う
る
権
威
が
残
存
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
権
威
の
中
核
は
、
高
祖
系
列
侯
位
次
に
よ
っ
て
高
祖
と
の
関
係

が
明
示
さ
れ
た
高
祖
系
列
侯
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
一
）　

拙
稿
「
列
侯
と
関
内
侯
│
│
漢
初
に
お
け
る
列
侯
封
建
の
政
治
的
意
義
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（
東
洋
文
庫
中
国
古
代
地
域
史
研
究
編
『
張
家
山
漢

簡
『
二
年
律
令
』
の
研
究
』
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
四
年
三
月
）・「
高
祖
系
列
侯
位
次
の
政
治
的
意
義
│
│
位
次
の
制
定
と
改
定
を
中
心
に
│
│
」

（『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
三
編
第
七
号
、
二
〇
一
四
年
八
月
）・「
漢
初
列
侯
封
建
の
政
治
的
背
景
│
│
恵
帝
期
・
高
后
期
の
列
侯
封
建
に
つ
い
て
の
基

礎
的
考
察
│
│
」（『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
六
二
輯
、
二
〇
一
六
年
三
月
）・「
前
漢
前
期
に
お
け
る
高
祖
系
列
侯
の
衰
退
│
│
高
祖
系
列

侯
の
紹
封
・
復
封
・
将
軍
職
任
用
よ
り
見
た
│
│
」（『
学
習
院
史
学
』
第
五
五
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）。

（
二
）　

前
掲
注
一
拙
稿
「
高
祖
系
列
侯
位
次
の
政
治
的
意
義
│
│
位
次
の
制
定
と
改
定
を
中
心
に
│
│
」。

（
三
）　
『
漢
書
』
巻
三
高
后
紀
高
后
二
年
春
条

二
年
春
、
詔
曰
、「
高
皇
帝
匡
飭
天
下
、
諸
有
功
者
皆
受
分
地
爲
列
侯
、
萬
民
大
安
、
莫
不
受
休
德
。
朕
思
念
至
於
久
遠
而
功
名
不
著
、
亡
以

尊
大
誼
、
施
後
世
。
今
欲
差
次
列
侯
功
以
定
朝
位
、
臧
于
高
廟
、
世
世
勿
絶
、
嗣
子
各
襲
其
功
位
。
其
與
列
侯
議
定
奏
之
。」
丞
相
臣
平
言
、

「
謹
與
絳
侯
臣
勃
・
曲
周
侯
臣
商
・
潁
陰
侯
臣
嬰
・
安
國
侯
臣
陵
等
議
、
列
侯
幸
得
賜
餐
錢
奉
邑
、
陛
下
加
惠
、
以
功
次
定
朝
位
、
臣
請
臧
高

廟
。」
奏
可
。

（
四
）　

楯
身
智
志
「
漢
初
高
祖
功
臣
位
次
考
│
│
前
漢
前
半
期
に
お
け
る
宗
廟
制
度
の
展
開
と
高
祖
功
臣
列
侯
の
推
移
│
│
」『
東
洋
学
報
』
第
九
〇
巻

第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
同
『
漢
代
二
十
等
爵
制
の
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
二
月
）・
同
『
前
漢
国
家
構
造
の
研
究
』

（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
所
収
。
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（
五
）　

李
開
元
『
漢
帝
國
の
成
立
と
劉
邦
集
團
│
│
軍
功
受
益
階
層
の
研
究
│
│
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
な
ど
を
参
照
。

（
六
）　

前
掲
注
一
拙
稿
「
前
漢
前
期
に
お
け
る
高
祖
系
列
侯
の
衰
退
│
│
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
・
復
封
・
将
軍
職
任
用
よ
り
見
た
│
│
」。

（
七
）　

第
二
章
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
元
康
年
間
に
は
長
平
侯
衛
青
の
孫
も
「
復
家
」
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
事
例
は
、
本
稿
で
主
と
し
て
扱
う

高
祖
系
列
侯
の
子
孫
に
対
す
る
「
復
家
」
と
は
別
に
採
ら
れ
た
施
策
で
あ
る
。
本
稿
で
特
に
断
ら
ず
に
「『
復
家
』
措
置
」
と
称
し
た
場
合
、
衛
青

の
孫
の
事
例
は
含
ま
ず
、
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
に
対
す
る
「
復
家
」
の
み
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

　

ま
た
西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
│
│
二
十
等
爵
制
の
研
究
│
│
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
年
三
月
）
や
鶴
間
和
幸

「
漢
代
に
お
け
る
関
東
・
江
淮
豪
族
と
関
中
徙
民
」（『
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
上
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
）
な
ど
も
爵
制
や

徙
民
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
な
か
で
「
復
家
」
措
置
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

（
八
）　
『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
元
康
元
年
条

復
高
皇
帝
功
臣
絳
侯
周
勃
等
百
三
十
六
人
家
子
孫
、
令
奉
祭
祀
、
世
世
勿
絶
。
其
毋
嗣
者
、
復
其
次
。

（
九
）　
『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
元
康
四
年
八
月
条

又
賜
功
臣
適
後
黃
金
、
人
二
十
斤
。

（
一
〇
）　
『
漢
書
』
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
序

故
孝
宣
皇
帝
愍
而
錄
之
、
乃
開
廟
臧
、
覽
舊
籍
、
詔
令
有
司
求
其
子
孫
、
咸
出
庸
保
之
中
、
並
受
復
除
、
或
加
以
金
帛
、
用
章
中
興
之
德
。

（
一
一
）　
『
漢
書
』
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
平
陽
侯
曹
参
条

元
康
四
年
、
參
玄
孫
之
孫
杜
陵
公
乘
喜
詔
復
家
。

（
一
二
）　
『
漢
書
』
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
序
注
引
孟
康
注

諸
復
家
皆
世
世
無
所
與
、
得
傳
同
産
子
。

（
一
三
）　
『
漢
書
』
巻
一
八
外
戚
恩
沢
侯
表
長
平
侯
衛
青
条

元
康
四
年
、
詔
賜
青
孫
錢
五
十
萬
、
復
家
。

（
一
四
）　
『
史
記
』
巻
一
八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
徳
侯
劉
広
条
に
は
、「
以
代
頃
王
子
侯
。」
と
見
え
る
。
ま
た
『
漢
書
』
巻
一
五
上
王
子
侯
表
上
徳
侯
劉

広
条
に
も
同
様
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

（
一
五
）　
『
史
記
』
巻
一
九
恵
景
間
侯
者
年
表
に
よ
れ
ば
、
便
侯
呉
浅
は
呉
氏
長
沙
王
の
一
族
で
あ
り
、
軑
侯
利
蒼
は
漢
初
の
長
沙
相
で
あ
る
。
両
者
の
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封
建
は
、
対
諸
侯
王
国
政
策
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
長
沙
国
に
基
盤
を
持
つ
人
物
で
あ
る
（
前
掲
注
一
拙
稿
「
漢
初
列
侯
封
建
の

政
治
的
背
景
│
│
恵
帝
期
・
高
后
期
の
列
侯
封
建
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
│
│
」）。

（
一
六
）　

紹
封
と
は
、
皇
帝
の
恩
恵
に
よ
っ
て
例
外
的
に
、
一
度
絶
え
た
列
侯
の
子
孫
に
再
び
列
侯
爵
を
与
え
る
こ
と
を
指
す
（
諸
侯
王
の
場
合
も
同

様
）。
牧
野
巽
「
西
漢
の
封
建
相
続
法
」（
同
『
支
那
家
族
研
究
』
生
活
社
、
一
九
四
四
年
一
二
月
、
の
ち
同
『
牧
野
巽
著
作
集
第
一
巻　

中
国
家
族

研
究
上
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
九
年
一
〇
月
）
所
収
）
を
参
照
。

（
一
七
）　
「
復
家
」
措
置
対
象
者
の
爵
位
は
表
1
に
挙
げ
た
。
こ
の
な
か
に
は
二
十
等
爵
と
は
異
な
る
爵
名
も
見
ら
れ
る
。
ま
ず
灌
匿
（
潁
陰
侯
灌
嬰
の

曾
孫
）
の
爵
位
は
官
首
と
さ
れ
、
顔
師
古
は
こ
れ
を
爵
名
と
す
る
。
ま
た
須
聖
（
陸
梁
侯
須
毋
の
曾
孫
）
の
爵
位
は
秉
鐸
と
さ
れ
、
顔
師
古
は
武
功

爵
第
六
級
と
す
る
。
こ
の
二
名
の
爵
位
を
除
く
と
、
他
は
す
べ
て
二
十
等
爵
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
任
官
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
な
の
は
二
名
の

み
で
あ
る
。
ま
ず
戚
常
（
臨
袁
侯
戚
鰓
の
玄
孫
）
は
『
漢
書
』
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
「
元
康
四
年
、
鰓
玄
孫
梁
郞
官
大
夫
常
詔
復
家
。」

と
見
え
、
顔
師
古
は
「
仕
梁
爲
郞
而
有
官
大
夫
之
爵
也
。」
と
注
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
戚
常
は
梁
国
に
郎
と
し
て
仕
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
公
上
常
（
汲
侯
公
上
不
害
の
玄
孫
）
は
爵
位
が
五
大
夫
で
あ
り
、
五
大
夫
は
二
十
等
爵
制
に
お
け
る
第
九
級
の
官
爵
で
あ
る
か
ら
、
官
秩
六

百
石
以
上
の
官
吏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
「
復
家
」
措
置
対
象
者
は
第
八
級
公
乗
以
下
の
爵
位
を
有
し
て
い
た
か
ら
、「
復
家
」
措

置
対
象
者
の
地
位
は
、
全
体
と
し
て
は
高
く
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
一
八
）　

諸
侯
王
や
列
侯
の
紹
封
に
お
い
て
祭
祀
の
継
承
に
言
及
さ
れ
た
例
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
漢
書
』
巻
三
九
蕭
何
伝
に
は

侯
蕭

何
の
孫
蕭
嘉
の
紹
封
に
つ
い
て
、

景
帝
二
年
、
制
詔
御
史
、「
故
相
國
蕭
何
、
高
皇
帝
大
功
臣
、
所
與
爲
天
下
也
。
今
其
祀
絶
、
朕
甚
憐
之
。
其
以
武
陽
縣
戸
二
千
封
何
孫
嘉
爲

列
侯
。」

と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
「
今
其
祀
絶
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
景
帝
が
蕭
何
の
祭
祀
の
絶
え
て
い
る
こ
と
を
憐
れ
ん
だ
た
め
に
、
紹
封
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
列
侯
国
が
除
か
れ
た
場
合
、
そ
の
祭
祀
は
断
絶
し
、
紹
封
が
認
め
ら
れ
る
と
祭
祀
が
復
活
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

『
史
記
』
巻
九
呂
太
后
本
紀
高
后
元
年
四
月
条
に
「
建
成
康
侯
釋
之
卒
、
嗣
子
有
罪
、
廢
、
立
其
弟
呂
祿
爲
胡
陵
侯
、
續
康
侯
後
。」
と
あ
り
、
こ
こ

の
「
續
康
侯
後
」
も
同
様
に
祭
祀
の
継
承
を
指
す
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

諸
侯
王
に
つ
い
て
も
『
史
記
』
巻
五
二
斉
悼
恵
王
世
家
に
「
景
帝
聞
之
、
以
爲
齊
首
善
、
以
迫
劫
有
謀
、
非
其
罪
也
、
乃
立
孝
王
太
子
壽
爲
齊
王
、

是
爲
懿
王
、
續
齊
後
。」
と
あ
り
、
こ
こ
の
「
續
齊
後
」
も
や
は
り
祭
祀
の
継
承
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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よ
っ
て
、
子
孫
が
諸
侯
王
や
列
侯
で
あ
る
場
合
、
祭
祀
は
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
城
陽
王
劉
順
や

侯
蕭
建
世
に
対
し
て
祭
祀
継
承
を
改

め
て
認
め
る
必
要
は
な
い
。

（
一
九
）　
『
漢
書
』
巻
三
九
蕭
何
伝

宣
帝
時
、
詔
丞
相
御
史
求
問
蕭
相
國
後
在
者
、
得
玄
孫
建
世
等
十
二
人
、
復
下
詔
以

戸
二
千
封
建
世
爲

侯
。

（
二
〇
）　

侯
蕭
何
は
高
祖
六
年
に
封
建
さ
れ
、
蕭
何
の
死
後
は
子
の
蕭
禄
に
爵
位
が
継
承
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
蕭
何
の
子
孫
は
罪
や
後
継
者
の

不
在
な
ど
に
よ
り
た
び
た
び
国
除
さ
れ
、
一
方
で
紹
封
に
よ
り
再
び
列
侯
爵
を
与
え
ら
れ
た
。
詳
細
は
下
表
を
参
照
。

（
二
一
）　
「
復
家
」
措
置
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
の
う
ち
、
営
陵
侯
劉
沢
の
み
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
劉
沢
は
高
后
七
年
（
前
一
八
一
）
に
琅
邪

王
に
封
建
さ
れ
、
営
陵
侯
国
は
除
か
れ
た
。
そ
の
後
、
劉
沢
は
燕
王
に
徙
封
さ
れ
る
が
、
燕
国
も
元
朔
元
年
に
除
か
れ
た
。
そ
の
た
め
、
劉
沢
の
子

年
代

西
暦

事
項

高
祖
六
年

前
二
〇
一

蕭
何
、

侯
に
封
建
さ
れ
る
。

高
后
元
年

前
一
八
七

侯
蕭
禄
、
没
す
る
。
無
嗣
国
除
。

高
后
二
年

前
一
八
六

蕭
延
（
蕭
何
少
子
）、
筑
陽
侯
に
封
建
さ
れ
る
。

蕭
禄
の
母
某
同
、

侯
に
封
建
さ
れ
る
。

文
帝
元
年

前
一
七
九

筑
陽
侯
蕭
延
、

侯
と
な
る
。

侯
某
同
、
免
侯
と
な
る
。

文
帝
後
四
年

前
一
六
〇

侯
蕭
遺
、
没
す
る
。
無
嗣
国
除
。

文
帝
後
五
年

前
一
五
九

蕭
則
（
蕭
何
孫
）、
紹
封
に
よ
り

侯
と
な
る
。

景
帝
元
年

前
一
五
六

侯
蕭
則
、
罪
に
よ
り
免
侯
と
な
る
。

景
帝
二
年

前
一
五
五

蕭
嘉
（
蕭
何
孫
）、
紹
封
に
よ
り
武
陽
侯
と
な
る
。

元
朔
二
年

前
一
二
七

武
陽
侯
蕭
勝
、
罪
に
よ
り
免
侯
と
な
る
。

元
狩
三
年

前
一
二
〇

蕭
慶
（
蕭
何
曾
孫
）、
紹
封
に
よ
り

侯
と
な
る
。

元
封
四
年

前
一
〇
七

侯
蕭
寿
成
、
罪
に
よ
り
免
侯
と
な
る
。

地
節
四
年

前
六
六

蕭
建
世
（
蕭
何
玄
孫
）、
紹
封
に
よ
り

侯
と
な
る
。

永
始
元
年

前
一
六

侯
蕭
獲
、
罪
に
よ
り
免
侯
と
な
る
。

蕭
喜
（
蕭
何
玄
孫
の
子
）、
紹
封
に
よ
り

侯
と
な
る
。
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五
〇

孫
は
元
康
年
間
に
は
諸
侯
王
・
列
侯
の
い
ず
れ
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
後
述
の
よ
う
に
、
建
平
元
年
に
劉
沢
の
六
世
の
孫
が
紹
封
を
認
め
ら
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
、
劉
沢
の
子
孫
が
「
復
家
」
措
置
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
の
は
記
載
が
漏
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
二
二
）　

こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
合
計
五
件
見
ら
れ
る
（
蒯
成
侯
周
緤
・
猗
氏
侯
陳

・
呉
房
侯
楊
武
・
赤
泉
侯
楊
喜
・
昌
侯
盧
卿
）。
た
だ
し
い
ず
れ

も
賜
与
さ
れ
た
黄
金
を
「
十
斤
」
と
し
て
お
り
、『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
元
康
四
年
八
月
条
の
「
二
十
斤
」
と
は
異
な
る
。

（
二
三
）　

漢
初
に
封
建
さ
れ
た
異
姓
諸
侯
王
や
高
祖
の
傍
系
の
同
姓
諸
侯
王
を
除
け
ば
、
他
の
諸
侯
王
は
す
べ
て
皇
帝
の
子
が
封
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
皇
子
の
諸
侯
王
封
建
も
自
ら
の
帝
位
の
正
統
性
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
表
2
の
②
お
よ
び
⑥
は
、
自
ら
の
出
自
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
衛
青
の
子
孫
に
対
す
る
復
家
も
同
様
の
意
義
を

持
つ
と
言
え
る
。

（
二
四
）　
『
漢
書
』
巻
六
八
霍
光
伝
所
見
の
丞
相
楊
敞
や
霍
光
ら
の
劉
賀
廃
位
を
求
め
る
奏
上
で
は
、
劉
賀
の
悪
行
が
並
べ
立
て
ら
れ
、「
今
陛
下
嗣
孝
昭

皇
帝
後
、
行
淫
辟
不
軌
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
劉
賀
は
素
行
不
良
の
た
め
廃
位
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
西
嶋
定
生
氏

は
、
劉
賀
の
廃
位
に
つ
い
て
、
劉
賀
お
よ
び
そ
の
周
辺
と
霍
光
ら
と
の
政
争
が
原
因
で
あ
っ
た
可
能
性
を
提
示
す
る
（
西
嶋
「
武
帝
の
死
│
│
「
塩

鉄
論
」
の
政
治
史
的
背
景
│
│
」
石
母
田
正
編
『
古
代
史
講
座
一
一　

古
代
に
お
け
る
政
治
と
民
衆
』（
學
生
社
、
一
九
六
五
年
一
〇
月
）、
の
ち
西

嶋
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
八
月
）
所
収
）。

（
二
五
）　

燕
王
劉
旦
ら
の
謀
反
は
失
敗
し
、
元
鳳
元
年
九
月
に
自
殺
し
て
燕
国
は
除
か
れ
た
（『
漢
書
』
巻
七
昭
帝
紀
・
巻
六
三
武
五
子
伝
）。

（
二
六
）　

昭
帝
は
趙
倢
伃
の
子
で
あ
る
。『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
武
帝
は
後
元
二
年
（
前
八
七
）
二
月
丁
卯
に
没
し
た
が
、
昭
帝
の
立
太
子

は
そ
の
二
日
前
の
乙
丑
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
武
帝
の
晩
年
に
後
継
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
燕
王
劉
旦
は
「
立
者
疑
非
劉
氏
。」
と

述
べ
る
な
ど
、
昭
帝
の
出
自
に
疑
義
を
投
げ
、
謀
反
を
企
図
し
た
（『
漢
書
』
巻
六
三
武
五
子
伝
）。
ま
た
『
漢
書
』
巻
七
昭
帝
紀
や
巻
七
一
雋
不
疑

伝
に
は
始
元
五
年
（
前
八
二
）、
張
延
年
（
雋
不
疑
伝
で
は
成
方
遂
）
が
戻
太
子
劉
拠
を
自
称
し
て
長
安
に
現
れ
た
事
件
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
ま

た
昭
帝
の
出
自
の
危
う
さ
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。

（
二
七
）　

昭
帝
期
に
は
諸
侯
王
や
宗
室
に
対
し
て
金
銭
な
ど
の
賜
与
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
が
、
劉
旦
と
劉
胥
に
対
し
て
は
特
に
手
厚
く
、
以
下
の
よ
う

に
益
封
も
行
わ
れ
た
（『
漢
書
』
巻
七
昭
帝
紀
に
よ
る
）。

　
　

始
元
元
年
（
前
八
六
）
二
月

　
　

燕
王
劉
旦
・
広
陵
王
劉
胥
に
一
万
三
〇
〇
〇
戸
を
益
封
す
る
。
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五
一

　
　

元
鳳
五
年
（
前
七
六
）
正
月

　
　

広
陵
王
劉
胥
に
一
万
一
〇
〇
〇
戸
を
益
封
し
、
銭
・
黄
金
な
ど
を
賜
与
す
る
。

（
二
八
）　
『
漢
書
』
巻
六
三
武
五
子
伝
に
は
「
宣
帝
卽
位
、
胥
曰
、『
太
子
孫
何
以
反
得
立
。』
復
令
女
須
祝
詛
如
前
。」
と
見
え
る
。

（
二
九
）　
『
漢
書
』
巻
三
六
楚
元
王
伝
に
よ
れ
ば
、
広
陵
王
劉
胥
の
娘
が
燕
王
劉
延
寿
の
后
の
弟
に
嫁
い
で
お
り
、
劉
延
寿
は
劉
胥
を
帝
位
に
即
け
よ
う

と
画
策
し
、
劉
胥
と
書
状
を
交
わ
し
て
い
た
。

（
三
〇
）　

霍
光
は
地
節
二
年
三
月
に
没
す
る
が
、
霍
光
の
病
が
重
く
な
っ
た
の
は
地
節
二
年
春
で
あ
る
（『
漢
書
』
巻
六
八
霍
光
伝
）。
つ
ま
り
、
燕
王
劉

延
寿
の
謀
反
が
発
覚
し
た
地
節
元
年
一
一
月
に
は
霍
光
の
政
権
は
い
ま
だ
動
揺
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
一
）　
『
漢
書
』
巻
六
三
武
五
子
伝
に
は
、

及
宣
帝
卽
位
、
封
胥
四
子
聖
・
曾
・
寶
・
昌
皆
爲
列
侯
、
又
立
胥
小
子
弘
爲
高
密
王
。
所
以
襃
賞
甚
厚

4

4

4

4

4

4

。（
傍
点
筆
者
）

と
見
え
る
。

（
三
二
）　
『
漢
書
』
巻
六
三
武
五
子
伝
に
よ
れ
ば
、
地
節
三
年
（
前
六
七
）
四
月
に
皇
太
子
が
立
て
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
広
陵
王
劉
胥
は
「
我
終
不
得
立

矣
。」
と
述
べ
て
呪
詛
を
や
め
た
。

（
三
三
）　
『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
地
節
三
年
条

夏
四
月
戊
申
、
立
皇
太
子
、
大
赦
天
下
。
賜
御
史
大
夫
爵
關
内
侯
、
中
二
千
石
爵
右
庶
長
、
天
下
當
爲
父
後
者
爵
一
級
。
賜
廣
陵
王
黃
金
千
斤
、

諸
侯
王
十
五
人
黃
金
各
百
斤
、
列
侯
在
國
者
八
十
七
人
黃
金
各
二
十
斤
。

（
三
四
）　

立
太
子
の
行
わ
れ
た
地
節
三
年
四
月
戊
申
に
列
侯
爵
を
有
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
人
物
を
『
漢
書
』
の
列
侯
表
か
ら
抽
出
す
る
と
、
九
七
名
で

あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
三
一
名
が
列
侯
爵
を
有
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
列
侯
表
の
記
載
に
遺
漏
が
あ
り
判
然
と
し
な
い
。
よ
っ
て
、
地
節
三
年
四
月

戊
申
の
列
侯
の
数
は
少
な
く
と
も
九
七
名
、
最
大
で
一
二
八
名
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
列
侯
爵
を
有
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
九
七
名
の
う
ち
、
王
子

侯
は
六
七
名
、
列
侯
爵
を
有
し
た
か
判
然
と
し
な
い
三
一
名
の
う
ち
、
王
子
侯
は
二
七
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
数
字
を
も
と
に
計
算
す
る
と
、
こ
の

時
期
に
は
王
子
侯
が
列
侯
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
立
太
子
に
際
し
て
黄
金
を
賜
与
さ
れ
た
列
侯
の
大
部

分
は
王
子
侯
で
あ
る
。

（
三
五
）　
『
史
記
』
巻
五
三
蕭
相
国
世
家
に
は
、
高
祖
が

侯
蕭
何
を
位
次
の
第
一
位
と
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
位
次
は
『
漢
書
』
巻
一
六
高
恵
高

后
文
功
臣
表
序
に
見
え
る
「
十
八
侯
之
位
次
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。「
十
八
侯
之
位
次
」
に
つ
い
て
は
前
掲
注
一
拙
稿
「
高
祖
系
列
侯
位
次
の
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五
二

政
治
的
意
義
│
│
位
次
の
制
定
と
改
定
を
中
心
に
│
│
」
を
参
照
。

（
三
六
）　

蕭
何
の
曾
孫
蕭
慶
は
元
狩
三
年
に
紹
封
を
認
め
ら
れ
た
が
、『
漢
書
』
巻
三
九
蕭
何
伝
に
は
、

武
帝
元
狩
中
、
復
下
詔
御
史
、「
以

戸
二
千
四
百
封
何
曾
孫
慶
爲

侯
、
布
告
天
下
、
令
明
知
朕
報
蕭
相
國
德
也
。」

と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
「
蕭
相
國
の
德
に
報
」
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
紹
封
に
よ
っ
て
武
帝
と
蕭
慶
の
関
係
を
高
祖
と
蕭
何
の
関
係
に
な
ぞ
ら

え
る
意
図
が
見
て
と
れ
る
。

（
三
七
）　
『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
地
節
二
年
条

詔
曰
、「
大
司
馬
大
將
軍
博
陸
侯
宿
衞
孝
武
皇
帝
三
十
餘
年
、
輔
孝
昭
皇
帝
十
有
餘
年
、
遭
大
難
、
躬
秉
義
、
率
三
公
・
諸
侯
・
九
卿
・
大
夫

定
萬
世
策
、
以
安
宗
廟
。
天
下
蒸
庶
、
咸
以
康
寧
、
功
德
茂
盛
、
朕
甚
嘉
之
。
復
其
後
世
、
疇
其
爵
邑
、
世
世
毋
有
所
與
。
功
如
蕭
相
國
。」

（
三
八
）　

文
帝
即
位
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
巻
九
呂
太
后
本
紀
お
よ
び
巻
一
〇
孝
文
本
紀
な
ど
に
詳
し
い
。

（
三
九
）　
『
漢
書
』
巻
六
〇
杜
周
伝
附
杜
延
年
伝

詔
有
司
論
定
策
功
、
大
司
馬
大
將
軍
光
功
德
過
太
尉
絳
侯
周
勃
、
車
騎
將
軍
安
世
・
丞
相
楊
敞
功
比
丞
相
陳
平
、
前
將
軍
韓
增
・
御
史
大
夫
蔡

誼
功
比
潁
陰
侯
灌
嬰
、
太
僕
杜
延
年
功
比
朱
虛
侯
劉
章
、
後
將
軍
趙
充
國
・
大
司
農
田
延
年
・
少
府
史
樂
成
功
比
典
客
劉
揭
、
皆
封
侯
益
土
。

（
四
〇
）　

下
記
の
『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
所
載
の
本
始
元
年
正
月
詔
で
は
宣
帝
擁
立
の
論
功
行
賞
が
命
じ
ら
れ
る
が
、
詔
文
中
に
は
『
漢
書
』
巻
六
〇
杜

周
伝
附
杜
延
年
伝
の
文
言
は
見
ら
れ
な
い
。

詔
曰
、「
故
丞
相
安
平
侯
敞
等
居
位
守
職
、
與
大
將
軍
光
・
車
騎
將
軍
安
世
建
議
定
策
、
以
安
宗
廟
、
功
賞
未
加
而
薨
。
其
益
封
敞
嗣
子
忠
及

丞
相
陽
平
侯
義
・
度
遼
將
軍
平
陵
侯
明
友
・
前
將
軍
龍
雒
侯
增
・
太
僕
建
平
侯
延
年
・
太
常
蒲
侯
昌
・
諫
大
夫
宜
春
侯
譚
・
當
塗
侯
平
・
杜
侯

屠
耆
堂
・
長
信
少
府
關
内
侯
勝
邑
戸
各
有
差
。
封
御
史
大
夫
廣
明
爲
昌
水
侯
、
後
將
軍
充
國
爲
營
平
侯
、
大
司
農
延
年
爲
陽
城
侯
、
少
府
樂
成

爲
爰
氏
侯
、
光
祿
大
夫
遷
爲
平
丘
侯
。
賜
右
扶
風
德
・
典
屬
國
武
・
廷
尉
光
・
宗
正
德
・
大
鴻
臚
賢
・
詹
事
畸
・
光
祿
大
夫
吉
・
京
輔
都
尉
廣

漢
爵
皆
關
内
侯
。
德
・
武
食
邑
。」

（
四
一
）　
『
史
記
』
巻
一
〇
孝
文
本
紀
文
帝
元
年
条
に
は
呂
氏
討
滅
に
対
す
る
行
賞
を
命
じ
た
詔
が
見
え
る
（
詔
文
中
の
傍
点
は
本
文
お
よ
び
注
三
九
所

載
の
『
漢
書
』
巻
六
〇
杜
周
伝
附
杜
延
年
伝
の
論
功
行
賞
記
事
所
見
の
人
名
を
示
す
。）。

皇
帝
曰
、「
呂
産
自
置
爲
相
國
、
呂
祿
爲
上
將
軍
、
擅
矯
遣
灌
將
軍
嬰
將
兵
擊
齊
、
欲
代
劉
氏
、
嬰
留
滎
陽
弗
擊
、
與
諸
侯
合
謀
以
誅
呂
氏
。

呂
産
欲
爲
不
善
、
丞
相
陳
平
與
太
尉
周
勃
謀
奪
呂
産
等
軍
。
朱
虛
侯
劉
章
首
先
捕
呂
産
等
。
太
尉
身
率
襄
平
侯
通
持
節
承
詔
入
北
軍
。
典
客
劉
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五
三

揭
身
奪
趙
王
呂
祿
印
。
益
封
太
尉
勃

4

4

4

萬
戸
、
賜
金
五
千
斤
。
丞
相
陳
平

4

4

4

4

・
灌
將
軍
嬰
邑

4

4

4

4

4

各
三
千
戸
、
金
二
千
斤
。
朱4

虛
侯
劉
章

4

4

4

4

・
襄
平
侯
通
・

東
牟
侯
劉
興
居
邑
各
二
千
戸
、
金
千
斤
。
封
典
客
揭

4

4

4

爲
陽
信
侯
、
賜
金
千
斤
。」

（
四
二
）　

本
文
中
で
指
摘
し
た
論
功
行
賞
の
ほ
か
、
帝
位
の
競
争
相
手
の
一
族
の
列
侯
封
建
に
つ
い
て
も
、
文
帝
と
宣
帝
の
政
策
の
類
似
性
を
指
摘
で
き

る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
宣
帝
即
位
直
後
の
本
始
年
間
に
は
、
燕
王
劉
旦
・
広
陵
王
劉
胥
の
子
の
封
建
が
行
わ
れ
た
が
、
文
帝
も
帝
位
の
競
争
相

手
で
あ
っ
た
斉
王
劉
襄
や
淮
南
王
劉
長
の
外
戚
を
列
侯
に
封
建
す
る
な
ど
し
て
、
彼
ら
の
懐
柔
を
試
み
て
い
る
。
文
帝
期
の
対
諸
侯
王
政
策
に
つ
い

て
は
、
鎌
田
重
雄
「
漢
朝
の
王
国
抑
損
策
」（『
日
本
大
学
世
田
谷
教
養
部
紀
要
』
第
六
号
、
一
九
五
七
年
一
二
月
、
の
ち
同
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研

究
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
一
二
月
）
所
収
）
を
参
照
。

（
四
三
）　

本
章
の
列
侯
名
の
後
に
示
し
た
角
括
弧
内
の
数
字
は
、
高
祖
系
列
侯
位
次
を
示
す
。

（
四
四
）　

元
寿
二
年
お
よ
び
元
始
二
年
に
行
わ
れ
た
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
元
康
元
年
春
列
侯
徙
民
的
政
治
意

」（
長
安
学
与
古

代
都
城
国
際
学
術
研
討
会
（
於
中
国
陝
西
省
西
安
市
陝
西
師
範
大
学
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
予
稿
集
所
収
）
に
お
い
て
言
及
し
た
。
ま
た
、
楯
身

智
志
「
前
漢
に
お
け
る
「
諸
侯
」
の
復
活
│
│
復
封
・
紹
封
の
政
治
的
背
景
│
│
」（『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
四
〇
号
、
二
〇
一
六
年
三

月
）
に
指
摘
が
あ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
一
六
Ｋ
一
六
九
二
五
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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表 1　高祖系列侯位次対象者一覧

位次 封号 始封者名
復家対象者

備考
姓名 世代 本貫 爵位

1 蕭何 ─

2 平陽 曹参 曹喜 七世孫 杜陵 公乗

3 宣平 張敖 張遂 玄孫 長陵 公乗

4 絳 周勃 周広漢 曾孫 槐里 公乗

5 舞陽 樊噲 樊勝客 曾孫 長陵 不更

6 曲周 酈商 酈共 六世孫 長安 公士

7 魯 某疵 ─

8 汝陰 夏侯嬰 夏侯信 六世孫 長安 大夫

9 潁陰 灌嬰 灌匿 曾孫 長安 官首 顔師古は官首を爵名とする。

10 陽陵 傅寛 傅景 七世孫 長陵 士伍

11 信武 靳歙 靳安漢 六世孫 長安 上造

12 安国 王陵 王襄 玄孫 長安 公乗

13 棘蒲 陳武 陳嘉 曾孫 雲陽 上造

14 清陽 王吸 王充国 玄孫 長安 大夫

15 広平 薛欧 薛去病 玄孫 長安 大夫

16 汾陰 周昌 周明 曾孫 沃侯国 士伍

17 陽都 丁復 丁賜 曾孫 臨沂 公士

18 曲城 蠱達 蟲宣 玄孫 茂陵 公乗

19 博陽 陳濞 陳寿 曾孫 茂陵 公乗

20 梁鄒 武儒 武充竟 六世孫 夫夷侯国 公乗

21 東武 郭蒙 郭広漢 玄孫 茂陵 公士

22 蒯成 周緤 周禹 曾孫 長安 公士

23 都昌 朱軫 朱先 玄孫 昌侯国 公士

24 厭次 元頃 元世 六世孫 陽陵 公士

25 成 董渫 董 玄孫 平陵 公乗

26 城父 尹恢 尹殷 六世孫 新豊 簪

27 阿陵 郭亭 郭賢 玄孫 茂陵 公乗

28 広 召欧 召不識 玄孫 安陵 大夫

29 河陽 陳涓 陳元 玄孫 即丘 公士

30 蓼 孔 孔宣 玄孫 長安 公士

31 費 陳賀 陳僑 曾孫 茂陵 上造

32 平 沛嘉 ─

33 武彊 荘不識 荘仁 曾孫 長安 公乗

34 隆慮 周竈 周某 玄孫 陽陵 公乗

35 台 戴野 戴安昌 玄孫 長陵 上造
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36 貰 呂某 呂世 玄孫 茂陵 公士

37 海陽 揺毋余 揺未央 六世孫 ？ 不更

38 高梁 酈疥 酈賜 玄孫 陽陵 公乗

39 柳丘 戎賜 戎元生 玄孫 長安 公士

40 斥丘 唐厲 唐広意 曾孫 長安 公士

41 高宛 丙倩 丙 七世孫 高宛 大夫

42 楽成 丁礼 丁禹 七世孫 長安 公士

43 宣曲 丁義 丁年 曾孫 陽安 公士

44 魏其 周定 周広世 玄孫 長陵 不更

45 昌武 単甯 単万年 七世孫 陽陵 公乗

46 絳陵 華無害 華告 曾孫 於陵 大夫

47 曲逆 陳平 陳莫 六世孫 長安 簪

48 東茅 劉釗 劉咸 曾孫 嗣陽 公乗

49 復陽 陳胥 陳幸 曾孫 雲陽 簪

50 猗氏 陳 陳胡 曾孫 猗氏 大夫

51 祁 繒賀 繒賜 玄孫 茂陵 公大夫

52 陵 朱濞 朱言 曾孫 陽陵 公士

53 傅陽 周聚 周万年 曾孫 長陵 公乗

54 平定 斉受 斉安徳 玄孫 安平 大夫

55 故市 閻沢赤 閻章世 六世孫 長安 上造

56 襄平 紀通 紀万年 玄孫 長安 簪

57 汁 雍歯 ─

58 柏至 許温 許建 六世孫 長安 公士

59 辟陽 審食其 審非 曾孫 茂陵 公乗

60 高景 周成 周賜 玄孫 長安 公大夫

61 安平 鄂千秋 鄂后 六世孫 解 大夫

62 留 張良 張千秋 六世孫 陽陵 公乗

63 南安 宣虎 宣護 曾孫 南安 簪

64 平棘 林摯 林驩 曾孫 項圉 大夫

65 北平 張蒼 張蓋 六世孫 長安 公士

66 肥如 蔡寅 蔡福 曾孫 肥如 大夫

67 安丘 張説 張舜 六世孫 陽陵 上造

68 鹵 張平 張常 六世孫 長安 公士

69 朝陽 華寄 華定国 玄孫 奉明 大夫

70 彭 秦同 秦寿王 玄孫 費 公士

71 清 空中同 空中武 玄孫 高宛 簪

72 彊 留勝 留定 曾孫 長安 大夫

73 寧陵 呂臣 呂得 玄孫 南陵 公大夫



高
祖
系
列
侯
と
「
復
家
」
措
置
（
邉
見
） 

五
六

74 祝阿 高邑 高弘 玄孫 長陵 上造

75 煮棗 革赤 革奉 玄孫 陽陵 大夫

76 梧 陽成延 陽注 六世孫 梧 公士

77 堂陽 孫赤 孫明 曾孫 覇陵 公乗

78 甯 魏 魏都 玄孫 長安 公士

79 張 毛沢 毛景 玄孫 長安 公士

80 紀信 陳倉 陳千秋 六世孫 長安 公士

81 棘陽 杜得臣 ─

82 高胡 陳夫乞 陳勝之 玄孫 長陵 公乗

83 陽河 其石 其益寿 六世孫 長安 官大夫

84 竜 陳署 ─

85 下相 泠耳 泠安 玄孫 長安 大夫

86 堂邑 陳嬰 陳尊 六世孫 覇陵 公士

87 新陽 呂青 呂陽 玄孫 長陵 大夫

88 営陵 劉沢 ─

89 広阿 任敖 任定 玄孫 広阿 簪

90 戚 李必 李買之 玄孫 長安 公士

91 温疥 温福 玄孫 長安 公士

92 高陵 王周 ─

93 武原 衛 衛堯 玄孫 郭 公乗

94 呉房 楊武 楊談 孫 覇陵 公乗

95 繁 彊瞻 彊連城 六世孫 敏 上造

96 汾陽 靳彊 靳忠 玄孫 長安 公乗

97 歴 程黒 程弘 六世孫 長安 簪

98 深沢 趙将夜 趙延世 玄孫 平陵 上造

99 宋子 許 許迺 七世孫 宋子 大夫

100 閼与 馮解敢 ─

101 中水 呂馬童 呂建明 七世孫 長安 公士

102 杜衍 王翳 王楽 曾孫 長安 大夫

103 赤泉 楊喜 楊孟嘗 玄孫 茂陵 不更

104 涅陽 呂勝 呂忠 六世孫 陽 不更

105 穀陽 馮谿 馮武 六世孫 穀陽 不更

106 甘泉 王竟 王昌 玄孫 長安 公士

107 須昌 趙衍 趙歩昌 七世孫 長安 簪

108 長脩 杜恬 ─

109 昌 盧卿 盧光 玄孫 昌 上造

110 成陽 奚意 奚通 曾孫 陽陵 公乗

111 平州 昭涉掉尾 昭涉福 玄孫 不更
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112 荘 許倩 許任寿 六世孫 平寿 公士

113 黄極忠 黄調 六世孫 公乗

114 共 盧罷師 盧信 曾孫 覇陵 簪

115 啓封 陶舎 陶元始 七世孫 長安 公士

116 臨袁 戚鰓 戚常 玄孫 梁 官大夫 官は梁国の郎。

117 和城 公孫耳 公孫広意 曾孫 覇陵 公乗

118 東陽 張相如 張宣 六世孫 茂陵 公乗

119 陽羨 霊常 霊横 玄孫 長安 公士

120 軑 利蒼 張漢 六世孫 竟陵 簪

121 平皋 劉它 劉勝之 七世孫 長安 簪

122 土軍 宣義 宣寄 六世孫 阿武 不更

123 汲 公上不害 公上常 玄孫 安陵 五大夫

124 橐 陳錯 陳主儒 六世孫 茂陵 公乗

125 中牟 単父聖 単充国 六世孫 陽陵 不更

126 戴 秘彭祖 秘政 七世孫 陽陵 大夫

127 徳 劉広 劉猛 玄孫 長安 大夫

128 上 劉郢客 ─

129 朱虚 劉章 ─

130 衍 翟 翟光 玄孫 陽陵 公乗

131 慎陽 欒説 欒通 六世孫 長安 公士

132 期思 賁赫 賁充 玄孫 寿春 大夫

133 便 呉浅 呉長楽 玄孫 長陵 上造

134 義陵 呉程 ─

135 桃 劉襄 劉益寿 六世孫 長安 上造

136 沅陵 呉陽 ─

137 陸梁 須毋 須聖 曾孫 酈陽 秉鐸 顔師古は秉鐸を武功爵第 6級とする。

138 平都 劉到 劉如意 曾孫 長安 公乗

＊「位次」は始封者の高祖系列侯位次を示す。
＊「復家対象者」の「姓名」欄の「─」は「復家」措置の対象ではないことを示す。また「世代」は始封者よ
り数えた「復家」措置対象者の代数を、「本貫」・「爵位」は「復家」措置対象者の本貫・爵位を示す。



高
祖
系
列
侯
と
「
復
家
」
措
置
（
邉
見
） 

五
八

表 2　地節・元康年間における宣帝の権威確立政策

年 月 政策

地節 2年 3月 霍光死去。

① 地節 3年 4月 立太子。

② 地節 4年 2月 外祖母を博平君に封じる。

③ 侯蕭建世紹封。

④ 5月 広川王劉文紹封。

7月 霍氏を滅ぼす。

8月 霍皇后を廃す。

⑤ 元康元年 春 初陵を造営し、杜陵県を置く。杜陵県へ徙民を行う。

⑥ 5月 皇考廟を置き、奉明県を設置する。

「復家」措置？

⑦ 元康 2年 2月 王皇后を立てる。

⑧ 元康 3年 6月 皇子欽を淮陽王に封じる。

⑨ 元康 4年 8月 功臣の跡を継ぐ者に黄金を賜う。

「復家」措置？




